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図６：経営管理意向調査からその結果を踏まえた対応のイメージ 

  



- 19 - 
 

２－３－５ 経営管理意向調査の準備作業③（経営管理意向調査の対象森林の選定） 

実際に経営管理意向調査を実施する区域をどこにするかについては特段の規定はありませ

んが、市町村が経営管理権を取得した後、森林の管理の適正化や林業経営の効率化を図ること

が重要であるため、以下のような森林を優先的に実施することが望ましいです（長官通知第５

の１）（図 11）。 

ア 「間伐が遅れている」等経営管理が行われていない森林 

イ 人工林資源の多い林班（林班内の人工林率が 50％以上等）や林道の近接地等、効率的か

つ安定的に経営管理が行うことができるまとまりのある森林（森林経営計画が策定されて

いない等、経営管理が行われていることを現時点で確認できていない場合） 

ウ 森林経営計画対象森林に介在又は隣接する森林 

エ 森林所有者から市町村に経営管理権の設定の申出のあった森林（２－４参照）の周辺森

林（林班単位又は当該林班を含めた複数林班単位） 

意向調査対象森林の選定に当たっては、上記のような森林の状態に加え、所有者情報の整理

状況、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者の有無、林道の状況や整備の見通し等を勘

案し、実施する順番（優先順位）を決定することとします。 

 

図 11：意向調査対象森林の選定 

 

 なお、経営管理意向調査については、市町村の実施体制等を勘案し、複数年で計画的に実施

することも可能です（図 12）。ただし、当該調査の対象森林は、当該調査を実施する時点で

既に経営管理が行われていないことが見込まれることから、できる限り早急に経営管理の確保

を図るため、施業の間隔を踏まえ、最長でも 15 年で市町村区域内に存する対象森林について

当該調査を実施することを目安として、毎年、計画的に実施するよう努めることとします（長

官通知第５の２）。 




